
（2）エ.c）行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
（2）エ.c）天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービ

ス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の
継続が不可能となったとき。

（2）イ.解除の効果および払い戻し
（2）ウ.当社が前アにより旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の

契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅
行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がされたもの
とします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだ
その提供を受けていない旅行サービスに係わる費用から当社が当該旅
行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違
約料その他の名目による費用を差引いた額を払い戻します。

（2）エ.本項（2）の②のア－a）、c）により当社が旅行契約を解除したときは、
お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をし
ます。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。

13.旅行代金の払い戻し
（1）当社は、第10項（1）、（2）、（4）の規定により旅行代金を減額した場合、ま

たは前12項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合
で、お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除
による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金
の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に
記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対して当
該金額を払い戻します。

（2）本項（1）の規定は第17項（当社の責任）又は第19項（お客様の責任）で
規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使すること
を妨げるものではありません。

14.旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保
することに努力します。

（1）お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認
められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられ
るために必要な措置を講ずること。

（2）前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、
代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更
後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。
また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当
初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を
最小限にとどめるよう努力すること。

（3）本項（1）において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないとき
は、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当
社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

15.当社の指示
お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅
行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

16.添乗員等の業務
（1）添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。
（2）添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行に

あっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するため
の必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部
を行います。

（3）添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終
日程表に明示します。

（4）添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

17.当社の責任
（1）当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させ

た者（以下「手配代行者」といいます。）の故意または過失によりお客様
に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。

（2）本項（1）の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し
て通知があった場合に限ります。

（3）お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は原
則として本項（1）の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代
行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

（2）ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もし
くは旅行の中止

（2）イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる
旅行日程の変更もしくは旅行の中止

（2）ウ.官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこ
れらによって生じる旅行日程の変更、中止

（2）エ.自由行動中の事故
（2）オ.食中毒
（2）カ.盗難
（2）キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによ

って生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
（2）ク.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
（4）現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルムその他こわれ物等について

は、当社は賠償の責を負いません。
（5）手荷物について生じた本項（1）の損害については、本項（1）の規定にか

かわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があ
った場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわら
ず、当社の賠償額はお1人様あたり最高15万円まで（当社に故意又は重
大な過失がある場合を除きます）とします。

18.特別補償
（1）当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わずにより、お客様

が企画旅行参加中にその生命、身体または荷物に被られた一定の損害
について、補償金および見舞金を支払います。

（2）当社はお客様が企画旅行ご参加中に急激かつ偶然な外来の事故によ
り生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特
別補償規程により、海外旅行においては死亡補償金として2,500万円、
入院見舞金として入院日数により4万円～40万円、通院見舞金として通
院日数により2万円～20万円、携行品にかかる損害補償金（15万円を限
度。ただし1個又は1対についての補償限度は10万円）を支払います。

（3）日程表において、当社の手配により旅行サービスの提供が一切行われな
い旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について
保証金が支払われない旨を明示した場合に限り「当旅行参加中」とはい
たしません。

（4）お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等
のほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん（ピッケル、
アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの）、リュージュ、ボ
ブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機（モーター
ハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等）搭乗、ジャイロプレ
ーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであると
きは、当社は本項（1）の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これ
らの運動が、企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。

（5）当社が、本項（1）に基づく補償金支払業務と前項による損害賠償業務を
重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の
限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

19.お客様の責任
（1）お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様 

（2）が当社約款の規程を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、
当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

（2）お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行
者の権利・義務・その他企画旅行契約の内容について理解するように努
めなければなりません。

（3）お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、
記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、
当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければな
りません。

20.オプショナルツアー
（1）当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受

して実施する小旅行（以下「オプショナルツアー」といいます。）のうち、当
社が主催するものの第18項の特別補償の適用については、主なる旅行
契約の一部として取り扱います。

（2）オプショナルツアー主催者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット
に明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に
発生した第20項（特別補償）で規定する損害に対しては、当社は同項の
規定に基づき損害補償金を支払います。また、当該オプショナルツアーの
催行に係る主催者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナ
ルツアーが催行される現地法人及び当該主催者の定めに拠ります。

（3）当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記
載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に
参加中にお客様が発生した損害に対しては、当社は第18項の特別補償
規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

21.旅程保証
（1）当社は、別表1左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の

①②を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償
金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該
変更について当社に第17項（1）の規定に基づく責任が発生することが
明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部また
は一部として支払います。

（1）①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いませ
ん。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機
関等の座席・部屋その他の諸設備の不足（オーバーブッキング）が発
生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。

（2）ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
（2）イ.戦乱
（2）ウ.暴動
（2）エ.官公署の命令
（2）オ.欠航、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
（2）カ.遅延、不通、運行スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運

送サービスの提供
（2）キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
（1）②第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された

部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
（1）③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程

表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範
囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支
払いません。

（1）④募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更
になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることがで
きた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

（2）本項（1）の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う
変更補償金は、旅行代金に15％を乗じて得た額を上限とします。また、ひ
とつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であると
きは、当社は、変更補償金を支払いません。

（3）当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金・損害賠償金
の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって補償
をする場合があります。

22. 通信契約による旅行条件
当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社（以下

「提携会社」といいます。）のカード会員（以下「会員」といいます。）より所定
の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと（以下

「通信契約」といいます。）を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信
手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。

（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカ
ードの種類も受託旅行業者により異なります。所定の伝票に会員の署名をい
ただきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当せず、通常
の旅行契約となります。）

「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、一部が
異なります。以下に異なる点のみご案内します。

（1）準拠する約款は、「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する当
社約款」に拠ります。

（2）本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行
代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。

（3）申し込みに際し、「カード名」、「会員番号（クレジットカード番号）」、「カード
有効期限」等を当社らに通知していただきます。

（4）通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合、電話による申し
込みを当社が承諾したときに成立します。また郵便、ファクシミリその他の
通信手段による申し込みの場合は、当社が会員との旅行契約を承諾する
旨の通知を発したときに成立します。

（5）当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パン
フレットに記載する金額の旅行代金」又は「第15項に定める取消料」の
支払いを受けます。

（5）この場合、旅行代金のカード利用日は、「契約成立日」（ただし、契約成立
日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって22日目にあたる日より前
の場合、「22日目にあたる日（休業日にあたる場合は翌営業日）」）とします。
また取消料のカード利用日は、「契約解除のお申し出のあった日」とします。
ただし契約解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後（旅行代金の
カード利用日以降）であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引
いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利
用日として払い戻します。

（6）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いがで
きない場合、当社は通信契約を解除し、第12項（1）の1のアの取消料と同
額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金
による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

23.個人情報の取扱いについて
（1）当社及び当社募集型企画旅行を取り扱う受託旅行会社は、旅行申込み

の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との
間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただい
た旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手段及びそれら
のサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただき
ます。このほか当社では、ア～オにおいてお客様の個人情報を利用させて
いただくことがあります。

（2）ア.当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。
（2）イ.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
（2）ウ.アンケートのお願い。
（2）エ.特典サービスの提供。
（2）オ.統計資料の作成。
（2）当社は当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号

又は、メールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限
の範囲のものについて、当社国内・海外支店及びグループ企業との間で、
共同して利用させていただきます。当社国内・海外支店及びグループ企業
は、それぞれの支店の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただい
た商品の発送のために、（※利用目的を具体的に記載）これを利用させて
いただくことがあります。当社国内・海外各支店及びグループ企業の個人
情報取扱管理者の氏名、および個人情報取扱いについて、当社ホーム
ページをご参照ください。

（3）http://www.idi.co.jp/privacy
（3）当社は旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお

客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客
様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、
あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、こ
れらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、ご出発
前までに当社までお申し出ください。

24.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2005年4月1日を基準としております。また、旅行代金は2005
年4月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または、
2005年4月1日現在国土交通大臣に認可申請中の航航空運賃・適用規則を
基準としています。

25.その他
（1）お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに

伴う書費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意によ
る荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、
お客様にご負担いただきます。

（2）お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります。当社で
は、お店の選定には万全を期しておりますが、お買物の際は、お客様の責
任で購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしか
ねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りな
どを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手
荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港にお
いて手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワ
シントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品
物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。

（3）当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（4）当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のも

のについては、パンフレット表紙等に記載している発空港を出発（集合）し
てから、当該空港に帰着（解散）するまでとなります。

（5）日本国内の空港から本項（4）の発着空港までの区間を、普通運賃または
パンフレット等に記載の追加料金（または無料）で利用する場合、この部
分は旅行契約の範囲に含まれません。

（6）当社の旅行契約にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサー
ビスを受けられる場合がありますが、この場合同サービスに関するお問い合
せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、
利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であった同サー
ビスが受けられなくなったときでも、当社はその理由の如何にかかわらず第
17項（1）の責任を負いません。

この条件に定めない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）
によります。
当社旅行業約款をご希望のお客様は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ http://www.idi.co.jp/yakkan からも
ご覧いただけます。

①契約書面に記載した旅行開始日または旅行
終了日の変更

②契約書面に記載した入場する観光地または
観光施設（レストランを含みます）その他の旅
行の目的地の変更

③契約書面に記載した運送機関の等級又は設
備のより低い料金のものへの変更（変更後
の等級及び設備の料金の合計額が契約書
面に記載した等級及び設備のそれを下回っ
た場合に限ります。）

④契約書面に記載した運送機関の種類又は会
社名の変更

【別表1】

当社が変更補償金を支払う変更

1件当たりの率（％）

⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地た
る空港又は旅行終了地たる空港の異なる便
への変更

⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間
における直行便の乗継便又は経由便への変
更

⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名
称の変更

⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、
設備、景観その他の客室の条件の変更

⑨上記の①～⑧に掲げる変更のうち契約書面
のツアー・タイトル中に記載があった事項の
変更

注1　「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅
行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更につい
て旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2　確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」
と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書
面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載
内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じ
たときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3　③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うも
のである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4　④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備が
より高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5　④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複
数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り
扱います。

注6　⑨に掲げる変更については、①～⑧までの率を適用せず、⑨により
ます。

旅行開始日の前
日までにお客様
に通知した場合

旅行開始日以降
にお客様に通知
した場合

1.5％

1.0％

1.0％

1.0％

1.0％

1.0％

1.0％

1.0％

2.5％

3.0％

2.0％

2.0％

2.0％

2.0％

2.0％

2.0％

2.0％

5.0％


